
平成 29 年 12 ⽉ 25 ⽇ 第４回 東京都空き家対策連絡協議会 

「所有者の所在の把握が難しい⼟地に関する探索・利活⽤ 

のためのガイドライン」 要点解説 

東京司法書⼠会 
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１．はじめに    

東京司法書⼠会 会⻑    野中 政志 

 

２．ガイドライン要点解説  

東京司法書⼠会空き家等問題対策委員会 委員  安斎 忍 

 

３. 結語  〜２⽉１９⽇（⽉）東京司法書⼠会研修のご案内〜 

東京司法書⼠会空き家等問題対策委員会 委員⻑  ⼤⽵ 由美⼦ 

 

４．質疑応答 

                東京司法書⼠会副会⻑    ⼭﨑 晃 
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１．空き家問題の出⼝と道すじ 

２．所有者特定の作業 

2-1 登記の有無

（1）建物の特定

・⼀筆⼟地上の複数建物

（2）未登記建物

・⼟地または隣接建物の登記簿の調査

・資産税務部⾨との連携

2-2 登記簿の読込み

（1）表題部の読込み

・床⾯積、構造に関する表題登記変更登記未了

（2）権利部の読込み

・閉鎖登記簿の調査

2-3 相続登記未了

（1）⼾籍調査

・住居表⽰実施の前か後か、除住⺠票が⽣命線

（2）法定相続⼈の把握

・所有権共有持分の計算
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「所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン」

第１章から第７章までの概略

Ⅰ 第１章 「一般的な所有者情報の調査方法」

（１）地番の確定

・住宅地図・森林計画図・農地地図・公図等

（２）公簿上の住所、氏名の確認

・登記情報（閉鎖登記情報、旧土地台帳）、森林簿、農地台帳等

（３）所有者の所在、生死、法定相続人の調査

・住民票、住民票除票、附票、附票の除票、戸籍等による調査（図１－８：フロー）

・固定資産税情報

・相続人の特定

相続放棄申述の有無の照会（利害関係人・相続開始地の家庭裁判所）

 遺産分割協議の有無の確認

＊登記上の住所

昭和３２年４月１日以降は住所証明書の添付（旧不登法施行細則の改正） 

＊住民票の除票、附票の除票の保存期間５年

（４）居住確認調査

・現地調査、郵便調査

・所在不明者に関する聞き取り調査

Ⅱ 第２章 「個別制度の詳細」

（１）不在者財産管理制度

所有者の所在・生死がわからない（法定代理人や財産管理人がいない）

・申立（利害関係人・検察官の申立、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所）

・不在者財産管理人

候補者・事務と権限（管理）

権限外行為の許可

＊予納金

（２）失踪宣告制度

不在者の生死が７年間明らかでない

・申立（利害関係人の申立、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所）
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・宣告の効果

不在の時から７年経過時に死亡したとみなされる（相続開始）

（３）相続財産管理制度

相続人がいない・相続人全員が相続放棄をしている

・申立（利害関係人・検察官の申立、被相続人の死亡時の住所地の家庭裁判所）

・相続財産管理人

候補者・事務と権限（管理、弁済、国庫帰属）

権限外行為の許可

・予納金（不在者財産管理制度と同様）

（４）訴訟等

・占有者による時効取得

・相続人多数（数次相続）

相続放棄

相続分譲渡

遺産分割調停

・共有物分割請求

＊手続の遂行者

（５）土地収用法による不明裁決

・土地所有者等の氏名又は住所を知ることができない（その他土地の権利帰属に

争いがある、分割協議が整わない、境界について争いがある）場合等

＊財産管理制度利用との関係

コスト、効率等の勘案による選択

（６）認可地縁団体所有不動産に係る登記の特例

・町内会、自治体所有不動産の名義

平成３年以前 代表者個人名義又は構成員全員の共有名義

平成３年以後 市町村長の認可を受けた認可地縁団体の名義にすることが可能

・個人名義の不動産の所有者が不明

法定の要件の充足・市町村長による公告等の一定の手続

認可地縁団体の単独申請での所有権登記（平成２６年地方自治法改正）

Ⅲ 第３章 「土地の状況別の所有者情報調査の方法と土地所有者が把握できなかっ

た場合の解決方法」（名義が特殊な土地）
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 （１）所有権登記名義人等やその相続人が外国在住である場合 

    ・所有者情報の調査 

    ・印鑑証明に代わる署名証明書 

    ・行方不明の場合 

      不在者財産管理制度、不明裁決制度の利用 

 

 （２）所有権登記名義人等が解散法人である場合 

    ・法人登記情報、閉鎖登記情報の確認 

    ・清算人の探索 

    ・裁判所による清算人の選任 

 

 （３）所有権登記名義人等が町内会又は部落会である場合 

    ・ポツダム政令（「昭和２０年勅令第５４２号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令 

     に関する件に基く町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他 

の行為の制限に関する政令」（昭和２２年政令第１５号）） 

      戦時体制強化目的の町内会等は解散 

      市町村に帰属 

 

 （４）記名共有地（表題部の所有者が「A 外○名」となっている土地）、共有惣代地（表題部の

所有者が「共有惣代 A」、「共有惣代 A 外○名」となっている土地）である場合 

    ・集落等により所有、管理されていた土地 

・所有者（相続人）の探索 

      財産管理制度 

      不明裁決 

      入会林野等に係る登記特則 

認可地縁団体所有不動産に関する特例 

      A に対する所有権確認訴訟による所有権保存登記（平成１０年３月２０日付け 

      民三第５５２号法務省民事局民事第三課長通知） 

 

 （５）字持地（表題部の所有者が「大字 A」、「字 A」となっている土地）である場合 

    ・財産区名義に登記 

    ・ポツダム政令 

 

 （６）表題部のみ登記されている土地、未登記の土地 
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Ⅳ 第４章 「事業別の所有者情報の調査方法と土地所有者が把握できなかった場合 
の解決方法」 

 

 （１）社会資本整備 

用地買収事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業 

    ・所有者情報の調査 

    ・用地買収事業 

      財産管理制度 

      不明採決 

    ・土地区画整理事業、市街地再開発事業 

      公告による仮換地指定、権利変換計画 

換地処分、権利変換による権利確保 

 

 （２）農用地活用 

    農地を取得したい者の調査 

    ・物件情報（農地ナビ、農地台帳） 

    ・所有者情報の調査（限界あり） 

    ・農業委員会、農地中間管理機構利用 

    農業委員会による遊休農地対策 

    ・利用状況調査、所有者情報の調査、意向調査 

    ・知事の裁定による農地中間管理機構の利用権取得 

      過半の持分を有する者が確知できない場合においても公示、裁定 

      補償金供託 

    農業経営基盤強化促進事業としての農地利用集積計画（農業経営基盤強化促進法） 

    ・共有農地の過半数の同意による利用権の設定（５年以内の期間の利用権に限定）  

 

 （３）土地改良 

    ・所有者情報の調査 

      県・市町村・土地改良区等による登記情報、住民票、戸籍等調査 

    ・事業参加資格者の３分の２以上の同意で、事業計画決定 

 

 （４）森林整備・路網整備 

・県・市町村による所有者情報の調査 

森林簿、保安林、林地所有者台帳、登記情報、住民票、戸籍 

・森林組合による所有者情報の調査（限界あり） 

・共有地の森林の整備 
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管理行為（間伐）は過半数の同意

処分行為（主伐・間伐材の処分）は全員の同意

都道府県知事の裁定により確知できない共有者の立木の持分及び土地の使用権を確

知共有者が取得―伐採、造林が可能（平成２８年５月森林法改正法―平成２９年４月

施行）

・間伐・路網整備

所有者が同意しない場合・確知できない者がいる場合、都道府県知事の裁定により、

間伐木の所有権及び土地の使用権を施業代行者が取得

・分収林契約の変更

契約当事者全員の合意がなくても（所在不明含む）、異議のある契約当事者の分収割

合の合計が１０分の１を超えないときは、契約条項の変更が可能（平成２８年５月

分収林特別措置法改正―平成２９年４月施行）

＊市町村による統一基準に基づく林地台帳の整備と情報提供

（平成２８年５月森林法改正、平成３１年４月から本格運用）

（５）地籍調査

・筆界確認のための立会

・所有者情報の調査

・所有者が所在不明

地積測量図等の客観的な資料による筆界確認

  筆界未定

（６）公共性の高い民間事業

・所有者情報の調査

  限界あり

・認定事業

（７）代位登記

・用地買収による登記

・前提となる登記（名義人の表示変更、相続登記）を代位して行う

Ⅴ 第５章 東日本大震災の被災地における用地取得加速化の取組

（１）負担軽減のための取組

・権利者調査や登記業務の外注

・司法書士の市町村への駐在

・登記情報の共有
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 （２）財産管理制度の活用 

    ・財産管理人候補者の確保 

    ・手続に関する柔軟な対応 

 

 （３）土地収用制度の活用 

    ・特例制度の創設 

 

Ⅵ 第６章所有者の探索や制度活用に係る費用と相談窓口等について 
 （１）専門家に依頼できる業務内容 

    ・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、税理士、不動産鑑定士等 

 

Ⅶ 第７章 所有者の所在の把握が難しい土地を増加させないための取組 
 （１）相続登記の促進 

    ・死亡届受理時の対応 

    ・相談窓口の設置と法務局との連携 

 

 （２）情報の共有 

    ・所有者情報の活用 

    ・農地、森林に係る情報共有 
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